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2020年7月17日 
 

「Go Toトラベル事業」における旅行広告・取引条件説明書面の表示マニュアル 

【暫定版】 

 

１． はじめに 

「Go Toトラベル事業」における国内募集型企画旅行の旅行広告・取引条件説明書面の表示は、

本マニュアルに基づき作成してください。 

なお、本事業の詳細が決まっていないため、本マニュアルは【暫定版】としております。

JATAのホームページ内「Go Toトラベル関連情報」に本マニュアルを掲示いたしますが、修正の

必要に応じて、随時、更新を致しますのでこちらもご参照ください。 

 

２． 「支援額」に関する考え方 

  「Go Toトラベル事業」において、国による旅行代金の割引が実施され、旅行代金の半額が支

援されることとなっており、そのうちの７割（旅行代金の３５％）が旅行代金に充当されます

（条件の詳細は、別途ご確認ください。）。 

本事業は、「支援金の支給先は旅行者（消費者）」という仕組みとなっていることから、企画

旅行業者が設定した旅行費用から支援額を差し引いた額を旅行代金として設定するのではなく、

企画旅行業者が設定した旅行代金のうち３５％の額を国が負担し、残額の６５％を旅行者が

「お支払い実額」として負担するものと考えることと致します（この際、旅行代金の１５％に

相当する額の「地域共通クーポン」が国から旅行者に付与されます）。また、支援金は、旅行者

が実際に収受することはなく、企画旅行業者が旅行者に代わって受領（代理受領）することに

なります。 

そこで、この仕組みを旅行者に説明するため下記の表示を考え方の基本とします。 

旅行代金       ２０，０００円 

旅行代金への支援額   ７，０００円 

地域共通クーポン    ３，０００円（別途、お渡しします。） 

お支払い実額        １３，０００円 

【ご注意（支援金の受領について）】 

この旅行はGo Toトラベル事業支援対象です。国からの支援金はお客様に対して支給

されますが、当社は、支援金をお客様に代わって受領（代理受領）致しますので、お

客様は、旅行代金に対する支援金を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただく

こととなります。なお、お取消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し

受けいたします。お客様は、当社による代理受領についてご了承のうえお申込みくだ

さい。 

３．以下では、具体的な表示について説明しますが、本事業に関する表示の説明のみとなり

ますので、言及していない事項については「旅行広告・取引条件説明書面ガイドライン」に準

拠して作成してください。 
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３． 旅行広告の表示 

新聞広告などの旅行広告は下記のとおり表示してください。 

‧ Go Toトラベル事業支援対象である旨（①、②） 

‧ ロゴ（③） 

‧ 旅行代金の表示（④） 

旅行広告には「旅行代金の表示」（企画旅行業者が設定した本来の旅行代金の最低額と最

高額）が必須となります。この表示が無いと、旅行契約の申込みを受け付けない旨の表示

がない、不完全な告知広告となるおそれがあります（旅行業公正取引協議会表示規約第４

条（７）の２）。 

‧ 旅行代金に応じた地域共通クーポンを別途お渡しする旨（⑤） 

なお、地域共通クーポンをお渡しできる時期が現在未定です。そこで、現時点では「９

月１日以降の当社が定める日以降にご出発の旅行（別途、ウェブページ等でご案内いたし

ます）」と表示してください。 

‧ 支援金は旅行者に支払われるが、当社（企画旅行業者または受託旅行業者）が代理受領す

る旨（⑥） 

‧ 取消料は旅行代金を基準とする旨（⑦） 

‧ 旅行者は、当社による代理受領について了承のうえ申し込む旨（⑧） 

‧ 支援額を反映させた金額に対しては必ず「お支払い実額」としてください。「割引後の旅行

代金」、「お客様お支払い代金」、「割引代金」など、旅行代金と誤認するような表示はでき

ません。（⑨） 

 

【旅行広告の作成例】※新聞広告のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホテル写真等

風景写真等

 ****************
 ****************
 *****************

*******
 *****************

*************

風景写真等

GoToトラベル事業支援対象

お支払い実額（おひとり様）

****

ロ
ゴ

ツアーのポイントホテルのご案内

詳しい取引条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申込みください。

観光庁長官登録旅行業第○○○○号

赤坂霞ヶ関旅行株式会社 国内旅行販売センター
東京都千代田区虎ノ門○－○－○
（一社）●●旅行業協会正会員

旅
行
企
画
・
実
施

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

電話受付時間
月～金 10:00～18:30
土・日 9:30～17:00
※年中無休

１．この旅行はGoToトラベル事業の支援対象です。
２．旅行代金30,000円～45,000円からGoToTravel事業による支援金10,500円～
14,000円を引いた金額がお客様のお支払い実額となります。0月00日以降出発の
旅行に関しては、別途、旅行代金に応じた地域共通クーポンが付与されます。
３．支援金の受領について：国からの支援金はお客様に対して支給されます。当
社は、支援金をお客様に代わって受領（代理受領）致しますので、お客様は、旅行
代金に対する支援金を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただきます。なお、
お取消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けます。お客様は、
当社による代理受領ついてご了承のうえお申込みください。

①

②

③

④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨

⑨
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４． 取引条件説明書面の旅行代金の表示・注意事項の表示 

取引条件説明書面の旅行代金の表示・注意事項の表示は下記のとおりとしてください。 

 

ツアータイトル ／ １泊２日で楽しむ函館 

コース番号   ／ 〇〇〇〇〇〇〇〇 

 

■この旅行はGo Toトラベル事業支援対象です。 

【支援金の受領について】国からの支援金はお客様に対して支給されまが、当社は、支援金をお客様に代わって受領（代理

受領）致しますので、お客様は、旅行代金に対する支援金を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただくこととな

ります。なお、お取消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けます。お客様は、当社による代理受領

についてご了承のうえお申込みください。 

【地域共通クーポン】表示された金額分の地域共通クーポンをお渡しします。 

 

■出発日・旅行代金・支援額・地域共通クーポン・お支払い実額（おひとり） 

  3名様1室 2名様1室 1名様1室 

８月〇日・〇日・〇日 

旅行代金 (A) 29,500円 29,500円 32,500円 

旅行代金への支援額 (B) 10,000円 10,000円 11,000円 

地域共通クーポン ※付与されません。 

お支払い実額 (A-B) 19,500円 19,500円 21,500円 

〇月〇日・〇日・〇日 

旅行代金 (A) 33,750円 33,750円 36,700円 

旅行代金への支援額 (B) 11,000円 11,000円 12,000円 

地域共通クーポン 5,000円 5,000円 5,000円 

お支払い実額 (A-B) 22,750円 22,750円 24,700円 

〇月〇日・〇日・〇日 

旅行代金 (A) 40,000円 40,000円 41,950円 

旅行代金への支援額 (B) 14,000円 14,000円 14,000円 

地域共通クーポン 6,000円 6,000円 6,000円 

お支払い実額 (A-B) 26,000円 26,000円 27,950円 

〇月〇日・〇日・〇日 

旅行代金 (A) 45,000円 45,000円 48,000円 

旅行代金への支援額 (B) 14,000円 14,000円 14,000円 

地域共通クーポン 6,000円 6,000円 6,000円 

お支払い実額 (A-B) 31,000円 31,000円 34,000円 

  ※ご注意：「地域共通クーポン」は９月１日以降の当社が定める日以降にご出発の旅行に付与されます。それ以前の旅行

には付与されません。 

 

 

注）お支払い実額の金額は、旅行代金と同等の大きさの活字で表示・記載してください。 
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５． 旅行広告を兼ねた取引条件説明書面の表示・注意事項の表示 

旅行広告を兼ねた取引条件説明書面の表示・注意事項の表示は下記のとおりとしてください。 

東京(羽田)発・宮古島                     ●Ａ 赤坂霞ヶ関旅行(株) 

 

   
 

 
 

旅行出発日：2020年*月*日～**日、**日～**日 

旅行日程 

日次 行 程 
食事 

朝 昼 夕 

1日目 羽田空港  
 航空機 

�普通席�
  那覇空港 

 航空機 

�普通席�
 宮古空港  

 各自 

お客様負担
  ホテル（泊） × × × 

2日目 午前：宮古島海中公園見学（ホテルから専用車で送迎）午後：自由行動 ホテル（泊） ○ × × 

3日目 ホテル 
 各自 

お客様負担
 宮古空港 

 航空機 

�普通席�
 那覇空港 

 航空機 

�普通席�
 羽田空港 ○ × × 

旅行代金・支援額・地域共通クーポン・お支払い実額（おひとり） 

  2名様1室 1名様1室 

 

*月*日～*日、**日～**日 

旅行代金 (A) 00,000円 00,000円 

旅行代金への支援額 (B) 00,000円 00,000円 

地域共通クーポン 00,000円 00,000円 

お支払い実額 (A-B) 00,000円 00,000円 

 

*月*日～*日、**日～**日 

旅行代金 (A) 00,000円 00,000円 

旅行代金への支援額 (B) 00,000円 00,000円 

地域共通クーポン 00,000円 00,000円 

お支払い実額 (A-B) 00,000円 00,000円 

 

１．この旅行はGoToトラベル事業の支援対象です。 

２．旅行代金からGoToトラベル事業による支援金を引いた金額がお客様のお支払い実額となります。○月○

日以降出発の旅行に関しては、別途、旅行代金に応じた地域共通クーポンが付与されます。 

３．支援金の受領について 

国からの支援金はお客様に対して支給されますが、当社は、支援金をお客様に代わって受領（代理受

領）致しますので、お客様は、旅行代金に対する支援金を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいた

だくこととなります。なお、お取消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けいたしま

す。お客様は、当社による代理受領ついてご了承のうえお申込みください。 

利用航空会社： ○○○○ 

裏面に記載のフライトスケジュールから、往路便・復路便がお選びいただけます。 

利用予定ホテル： ホテル×××宮古島 又は 宮古△△△ホテル 

食事： 朝食２回、昼食なし、夕食なし 

添乗員：同行しません。 

最少催行人員：１名 

詳しい取引条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申込みください。 

旅行企画・実施：観光庁長官登録旅行業第○○○○号 

赤坂霞ヶ関旅行株式会社 
東京都千代田区虎ノ門○－○－○ 

電話 03-xxxx-xxxx 

（一社）●●旅行業協会正会員 

  
 
 

この旅行は、赤坂霞ヶ関旅行株式会社（以下「当社」といいます。）が企画して実施するものであり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行

契約（以下「旅行契約」といいます。）を締結することになります。この書面は、旅行業法第12条の４に基づきお客様に交付する取引条件説明書面であり、

旅行契約が成立した場合は同法第12条の５及び当社の旅行業約款募集型企画旅行契約の部第９条第１項の契約書面（以下「契約書面」といいます。）の一部

として取り扱います。 

お客様が締結しようとする旅行契約の内容は、この書面の他、「お申込書控え」及び別紙「国内募集型企画旅行取引条件説明書面（共通事項）」に記載したと

ころによります。 
 

 

 

お問い合せ・お申込み先 

受託販売： 
○○○知事登録旅行業第*-****号 

株式会社○○ツーリスト ○○支店 

○○県○○市○▲×**-** 
電話 0**-***-**** 

総合旅行業務取扱管理者：茶 田 公 平 

※旅行業務取扱管理者はお客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関す

る責任者です。 

この旅行契約に関し担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠

慮なく上記の取扱管理者にお尋ね下さい。 

ロゴ 

お支払い実額（おひとり様） 

00,000円～00,000円 

≪○○○○で行く！ ≫宮古島３日間 
① ② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
⑦ 

⑧ 

‧ Go To トラベル事業支援対象である旨（①） 

‧ ロゴ（②） 

‧ 旅行代金の表示（③） 

‧ 旅行代金に応じた地域共通クーポンを別途お渡しする旨（④） 

‧ 支援金は旅行者に支払われるが当社（企画旅行業者または受託旅行業者）が代理受領する旨（⑤） 

‧ 取消料は旅行代金を基準とする旨（⑥） 

‧ 旅行者は、当社による代理受領について了承のうえ申し込む旨（⑦） 

‧ 支援額を反映させた金額に対しては必ず「お支払い実額」としてください。「割引後の旅行代金」、「お

客様お支払い代金」、「割引代金」など、旅行代金と誤認するような表示はできません。（⑧） 
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６． お問い合わせ先 

  一般社団法人日本旅行業協会 法務・コンプライアンス室 

  ＴＥＬ ０３－３５９２－１３２７ 

 

※ 上記の電話番号では本マニュアルに関するお問い合わせのみを承っております。GoToト

ラベル事業に関するその他のお問い合わせはご遠慮ください。 

 

 


